
 

1 

  議  事  録 

１ 日時 

令和７年１１月６日（木） 

午後１時３０分～午後１時５１分 

 

２ 会場 

和歌山市役所 １１階 教育委員室 

 

３ 出席者 

【教育長及び委員】 

 教育長  阿形 博司 

 委員   藤本 禎男 

 委員   波床 昌則 

委員   石元 和代 

委員   村上 凡子 

【事務局職員】 

教育局長        奥山 由佳    教育学習部長      田村 匡崇 

学校教育部長      前北 博文    教育施設課長      北野 剛也    

生涯学習課長      末吉 栄作    青少年課長       井邊 成郎    

読書活動推進課長    權藤 裕子    学校支援課長      南方 孝俊    

学校教育課長      西谷 宣昭    教育研究所長      竹内 圭     

給食管理課長      田中 俊充    教育政策課副課長    楠本 佳章 

教育政策課総務政策班長 辻 美紀     教育政策課企画員     古谷 高義 

【関係職員】 

 教育政策課職員班長   清水 宏司    教育政策課経理班長   寺下 敏樹 

 

４ 開会宣示 

阿形教育長が開会を宣示。 

 

５ 議事録 

１０月定例教育委員会の議事録を承認。 

 

６ 署名委員指名 

署名委員に藤本委員を指名。 

 

７ 報告及び議案 

阿形教育長 
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本日は、議案が４議案となっています。議案第２９号及び第３０号については会議規則第５

条第３号に、議案第３２号については会議規則第５条第６号に当たるもので、秘密会が適当だ

と思いますが、いかがでしょうか。 

委員一同 

異議なし。 

阿形教育長 

異議なしと認め、議案第２９号、第３０号及び議案第３２号について秘密会とします。 

 

議案第３１号  和歌山市民図書館条例施行規則及び和歌山市コミュニティセンター条例

施行規則の一部改正について 

阿形教育長 

それでは、これより議事に入ります。 

まず初めに議案第３１号「和歌山市民図書館条例施行規則及び和歌山市コミュニティセンタ

ー条例施行規則の一部改正について」の説明をお願いします。 

權藤読書活動推進課長 

議案第３１号「和歌山市民図書館条例施行規則及び和歌山市コミュニティセンター条例施行

規則の一部改正について」ご説明します。 

資料１ページをご覧ください。１ 改正の趣旨について、行政手続きにおける個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（いわゆるマイナンバー法）等の一部改正により、健康保

険証を廃止するとされましたが、発行済みの健康保険証は、最大１年間は有効とみなす経過措

置が設けられました。現在、市民図書館及びコミュニティセンター図書室で、利用者登録申込

の際に本人確認書類の一つとして「保険証」を取り扱ってきましたが、令和７年１２月１日を

もって経過措置が終了するため、利用者登録申込書の様式を見直すための改正を行うもので

す。２ 改正の概要について、利用者登録申込書の様式における、内部処理欄の記載内容を改

めるもので、７ページの新旧対照表をご覧ください。右側が現行の様式になります。一番下の

ところ、「※保険証・免許証・証明書」となっており、該当するものに○をつける様式から、

左側の改正案のとおり、一番下のところ、「本人確認書類」とし、確認した書類が何であるか

を右の欄に記載する様式に変更するものです。１ページにお戻りください。３ 施行期日は、

経過措置終了の翌日、令和７年１２月２日です。４ 経過措置として、市民図書館及びコミュ

ニティセンター図書室で現在使用している「利用者登録申込書」について、規則改正後、当分

の間、これを取り繕って使用することができる、とするものです。説明は以上です。よろしく

お願いします。 

阿形教育長 

ありがとうございました。この件につきまして、何かご質問等ございませんか。 

市民図書館またはコミュニティセンターの図書室で、本人確認をするための書類の１つとし

て保険証があったんですけれども、経過措置終了に伴うことによって外すということです。よ

ろしいでしょうか。 
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それでは、ただいまの議案第３１号について採決を行います。原案どおり承認してよろしい

でしょうか。 

委員一同 

はい。 

阿形教育長 

それでは、原案どおり承認します。続いて秘密会となりますが、秘密会に入る前に「その

他」で何かありませんか。 

 

８ その他 

楠本教育政策課副課長 

次回の教育委員会の日程について報告いたします。１２月の教育委員会定例会は、令和７年

１２月１１日（木）午後６時００分から教育委員室で開催いたしますので、よろしくお願いい

たします。 

阿形教育長 

次回は、１２月１１日（木）午後６時００分ですので、よろしくお願いします。他に何かご

ざいませんか。特にないようですので、それでは秘密会に入ります。 

関係職員の入室をお願いします。 

 

９ 非公開事案 

―以下『』部分については非公開とする― 

議案第２９号  令和７年１２月議会教育委員会関係の補正予算（案）について 

『非公開』 

 

議案第３０号  学校教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例及び和歌山市職員

給与条例の一部改正について 

『非公開』 

 

議案第３２号  和歌山市立幼稚園教頭候補者選考検査実施について 

『非公開』 


